
認定登録 医業経営コンサルタント法人が
医療施設等の整備支援事業に関する業務で
請求することができる報酬の算定基準
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（前提）

⚫ 業務の品質とその対価を図るためには、そもそも認定登録 医業経営コンサルタント法人が標準的に行うべきその業

務について規定する必要があり、その基となるものを医業経営コンサルティング業務内容解説 第5次改訂版 「Ⅴ．

個別経営課題支援業務内容」より得ることとし、この改定を通じて、今後多様なコンサルティングにも検討の幅を広げ

ていくこととした。

⚫ また、報酬算定の考え方を定める上では、独占禁止法に抵触しない内容・範囲のなかで健全な競争性を確保するこ

とを前提に、他の公的職業団体が示す報酬の算定方法を参考とすることとし、そのなかで病院整備事業コンサルティ

ングの分野においては、国土交通省告示第九十八号、並びにそれに付帯する各種調査資料に倣うこととした。

⚫ 他方、国土交通省告示第九十八号や、他団体によって示される数値的な根拠は、それぞれの団体に所属する会員

のへのアンケート調査結果などに拠るところであるが、認定登録 医業経営コンサルタントの役割とともに専門構成が

多岐にわたる特徴から、それぞれに必要とされる十分な母数が確保できないことが課題となっている。

⚫ よって、本基準で示される、とりわけ標準業務に対する人工の考え方については報酬を掴むうえでの参考としつつも、

実際のコンサルティング業務にあたっては発注者とコンサルタント双方がその業務内容と求める成果・品質を協議し

た結果の上で合意される必要があることを付記する。
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２ 業務経費

３ 技術料等経費１ 業務報酬

消費税相当額

１ 業務報酬の算定方法
認定登録医業経営コンサルタント法人の開設者が、医業経
営コンサルティングに係る業務（別添一）に伴う業務（以下「
コンサルティング等の業務」）に関して請求することのできる
報酬は、第二の業務経費、第三の技術料等経費、そして消
費税に相当する額を合算する方法により算定することを標
準とする。

２ 業務経費
業務経費は、次のアからエまでに定めるところによりそれぞ
れ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経
費の合計額とする。この場合において、これらの経費には、
課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含ま
ないものとする。

ウ 直接経費
直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費、業務実施地への
出張旅費等コンサルティング等の業務に関して直接必要とな
る費用（イに 定める経費を除く）の合計額とする。

ア 直接人件費 
直接人件費は、コンサルティング等の業務に直接従事する者
のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸
手当、賞与、退職給与引当金、法定保険料等の人件費の１日
当たりの額に、当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額
の合計とする。

イ 特別経費
特別経費は、発注者の要請に基づく業務実施地以外への出
張旅費、特許使用料、その他の発注者の特別の依頼に基づ
いて必要となる費用の合計額とする。

エ 間接経費
間接経費は、コンサルティング等の業務を行う認定登録医業
経営コンサルタント法人を管理運営していくために必要な人件
費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等
の費用（アからウまでに定める経費を除く）のうち、当該業務に
関して必要となる費用の合計額とする。

３ 技術料等経費
技術料等経費は、コンサルティング等の業務において発揮さ
れる技術力（調査・分析・構築・運用定着化などの技術）、創造
力、指導力等の対価として支払われる費用の合計額とする。
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（算定方法）

ア 直接人件費

イ 特別経費

２ 業務経費

ウ 直接経費

エ 間接経費



４ 業務経費及び技術料等経費に関する略算方法による算定

ア 直接人件費 
コンサルティング等の業務でその内容が別添一に掲げる標
準業務内容であるものに係る直接人件費の算定について
は、別添二の類型に応じて、通常当該業務に従事する者１
人について１日当たりに要する人件費に対し、別添三に掲
げる標準業務人・日数を乗じて算定する。 

イ 直接経費及び間接経費の合計額
直接経費及び間接経費の合計額の算定については、直接
人件費の額に1.1を標準とする係数を乗じて算定する。

ウ 技術料等経費の合計額
技術料等経費の合計額の算定については、技術料等経費
率0.15を標準とし、直接人件費の額に乗じて算定する。

２ 異なる二以上の用途に供する施設に係る医業経営コンサル
ティングで、別添二の類型のうち複数にわたる業務に該当する直
接人件費については、前項アに定める算定方法に準ずる方法によ
り、当該用途に供する類型別の病床規模・入居者規模の合計その
他の事情を考慮して算定することができるものとする。

３ 第一項アに定める算定方法において、標準業務内容のうち一
部の業務のみ行う場合は、別添三に掲げる標準業務人・日数から
行われない業務に対応した標準業務人・日数を削減することによ
り算定するものとする。

４ 第一項アに定める算定方法において、別添四に掲げる業務内
容など標準業務内容に含まれない追加的な業務を行う場合は、別
添三に掲げる標準業務人・日数に当該業務に対応した標準業務
人・日数を付加することにより算定するものとする。

５ 第一項イに定める算定方法において、直接経費及び間接経費
が通常の場合に比べ著しく異なる場合は、乗ずる係数を調整する
ことにより算定するものとする。

【準用元】
• 国土交通省告示第九十八号：平成31年1月21日版（国土交通大
臣）

• 官庁施設の設計業務量等積算要領：平成31年改訂版 第1章2.5
技術料等経費率（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課）

• 令和3年度設計業務委託等技術者単価について：令和3年2月
19日 (別表)令和3年度設計業務委託等技術者単価①設計業
務 技術者（Ｃ）（国土交通省大臣官房技術調査課）
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１ 別添一「医業経営コンサルティング業務内容解説 Ⅴ個別経
営課題支援業務」について、業務経費のうち直接人件費、直接
経費、間接経費、技術料経費の合計額は次のア、イ、ウに定
める算定方法を標準とした略算方法によることができるものと
する。
ただし、別添二の類型に該当しないもの、または別添三の病
床をはじめとする規模の最小値を下回る、又は最大値を上回
るものにあっては、略算方法によらないものとする。
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【別添一】医業経営コンサルティング業務内容解説第5次改訂版「Ⅴ．個別経営課題支援業務」
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【別添二】 施設の類型

区分 詳細区分 主な内容

病院

教育機関付属系
大学医学部付属病院などを指し、医療施設の計画にあたり、臨床、教育、研
究になどへの配慮が求められる施設を指す

急性期系
広く救急を担い（一次～二次、大学以外の三次救急を受け入れる機関も含
む）、専門の検査や手術に対応する病院の総称を指す

回復期・慢性期系
リハビリテーションをはじめ、回復期から慢性期などの入院療養を中心とす
る病院の総称を指す

精神系
外来、入院などにおいて独立した精神病院など特殊な配慮が求められる病
院を指す

診療所
有床 19床以下の医療用ベッドを持つ診療所を指す

無床 一般の診療所を中心に、広く普及する診療所を指す

介護福祉系施設

施設サービス 特養、老健、小規模多機能施設、サ高住などの介護福祉施設を指す

居宅系サービス
通所介護（デイサービス）、 訪問介護事業所、居宅介護支援事業所などの
施設を指す

健診施設
健診センターや人間ドックなど、健常者に対して行われる検査サービス全般
を提供する施設を指す

その他 上記に記す以外を目的とする施設であり、標準業務の適用除外とする
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【別添三】 標準業務 人工

１ 別添一に掲げる標準業務人・日数は、別添二の
施設類型ごとに求められる人工数に対して、業務の
難易度に応じて下表の係数を乗じたものを用いる。

Ａ Ｂ Ｃ

標準 やや複雑 複雑

1.00 1.20 1.40

複雑度による係数 【参考例】

複雑度の捉え方について、施設単体の整備事業を「標準（係数
1.00）」とする。

これに対し、公立病院改革プラン、公的病院経営強化プランな
どに代表とされる、複数病院の統合を前提とする病院整備事
業などでは意見集約や意思決定に要する業務が単体病院で
の事業と異なり長期化する傾向にあることを踏まえ、「やや複
雑（係数1.20）」を適用することができる。

また、限られた用地面積を活用し、診療を止めずに整備を進め
る場合（ローリング計画）、完了までの事業そのものがより長期
化する前提であることを踏まえ、「複雑（係数1.40）」を適用する
ことができるものとする。

上記は当該係数を適用する場合の一例であり、実際の整備事
業のケースに、付加的要素を勘案して適用する。

2 標準業務人・日数は、認定登録医業経営コンサ
ルタントとして3年又は同アシスタントとして5年の医
療、介護、福祉施設等に関わる業務経験を有する者
がコンサルティング又は調査、分析、構想、計画、開
院支援等を行うために必要な業務人・日数の標準を
示したものである。

3 別表の病床規模・入居者規模の人数は、当該計
画施設整備後の規模とする。
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（標準業務 人工）

人・日

50~199床 200～399床 400～599床

基本構想 基本計画 開院支援 基本構想 基本計画 開院支援 基本構想 基本計画 開院支援

病院 教育機関付属系 N/A N/A N/A 360 600 3000 432 720 3600

急性期系 240 400 2000 300 500 2500 360 600 3000

回復期・慢性期系 192 320 1600 240 400 2000 288 480 2400

精神系 192 320 1600 240 400 2000 288 480 2400

注：各病院の経営事情により、例えばケアミックス型の様な施設を対象とする場合（急性期系＋回復期機能等）は、かかる人工が大きい小区分を参考とする。

人・日

ビル内 戸建

基本構想 基本計画 開院支援 基本構想 基本計画 開院支援

診療所 有床 N/A N/A N/A 96 160 800

（歯科含む） 無床 60 90 280 90 140 400

注：保険診療を前提とする施設であって、保険外診療（美容整形、アンチエイジング、先進医療）は別とする。

　　有床診療所は主に産科クリニックを想定。用途・規模に応じて個別に検討することが望ましい。

人・日

介護老人保健施設（100人入居規模）

基本構想 基本計画 開院支援

175 210 470

人・日

病院併設型 独立型（ビル内） 独立型（戸建）

基本構想 基本計画 開院支援 基本構想 基本計画 開院支援 基本構想 基本計画 開院支援

健診施設 40 80 170 60 90 280 90 140 400

注：病院併設型は、一部施設、機器、設備を病院と共有する健診施設の検討にあたってのコンサルティングを想定。

　　独立型の健診施設については、ビル内・戸建いずれの場合もその規模やサービス内容により必要となる人工には差があるため、参考である。

区分

区分 小区分

区分 小区分

介護系施設

区分
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【別添四】 適用除外

本規定は、以下の各項に該当する場合は適用されないものとする。

・別添一に定める医業経営コンサルティング業務内容解説に沿った業務以外の場合

・業務の対象地、業務依頼者の国籍いずれかが日本国外の場合
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